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　お便りをいただく場合は、適当な便箋等を封筒など（使い古しのもので構いません）に入れ、封をして、
町役場窓口か、お知り合いの町職員にお渡し願います。町長のみ開封とし、お返事をさせていただきます。
不明な点は、総務課総務厚生係まで。ＴＥＬ８２・２１３１です。

今回は、災害や火災の話ばかりになりましたが、私たちの生活は、常に危険と背中合わせです。温泉が出れば
火山脈が近くにあると言う事ですし、車は便利ですが交通事故の危険があります。海の恵みがあれば津波の可能性
があります。小さなお子さんがいるご家庭ではよく分かる事ですが、ストーブやテーブルの角など危険がいっぱい
でハラハラします。しかし、人間はこの危険体験の積み重ねの中で危機管理や危険回避のすべを身に付けるので
す。社会問題となっているいじめや自殺、さらには原発の問題も根本には同じ要因があるのかもしれないと思う今
日この頃です。
さて、23日には8ヶ月ぶりに東京出張です。私の体の危機管理もしっかりと行いながら頑張ります。では、また。

町長日誌の第 107 号です。町長が日頃町民の皆さんと話し合ったことや色々な出来事
を町長自ら書いたものです。町民皆さんのご意見・ご要望・ご感想をお待ちしています。

№107町長日誌
9 時から 27日に予定している防災訓練の担当者会議が行われました。今回
の避難訓練は 200㎜の雨が降り興部川の氾濫を想定したものですが、保育所・

高校そして関係自治会の皆様多数のご参加が頂けるようで感謝しています。
この会議があったため出席出来なかったのですが、今日は豊野神社のお祭りです。町内神社のお祭りは、8月 1
日北興地区の愛宕神社祭に始まり 9月 10日の興部神社、13日の沙留神社、15日の宇津・秋里・住吉・富丘の各
神社、そして最後は豊野で今日 20日なのです。最近は、土日にお祭りを合わせるところも多くなってきましたが、
これが町内の秋祭りの正式日程です。現在は法律的に政教分離と言う事で町長が神社祭の事をあれこれ言うのは如
何なものかと言う人も中にはおられるかもしれませんが、神社は神道と言う宗教ではありますが、地域住民にとっ
てはその土地に初めて斧を入れた先人から始まり今日までの自分たち歴史そのものであり、自分たちの住む地域が
安全安心で幸せに暮らせますようにと願う「防災シンボル」のような一面を持っていると思います。ですから、1
年に 1回皆が集い「今年も無事で良かったね！」と喜び合う場所なのではないかと私は考えています。今朝の朝
刊に一昨年津波の被害を受けた宮城県気仙沼市唐桑町の相馬神社に津波の高さと津波の恐ろしさを「子々孫々語り
継げ」と言う警句が刻まれた石碑が建立されたという記事がありました。興部町も平成 10年 9月に大きな降雨洪
水災害がありましたが、役場でも最近採用された職員はそのことを知りません。災害の経験は何よりの防災意識と
知識に繋がります。
そして、このことを世代間で継続させるために訓練があるのだと私は思っています。

9月 20日㈭　AM11：00

18 日夜 8時ごろ、私の携帯に総務課長から電話がありました。「パ
ンケの川釣りに来ていた旭川の人が行方不明」と言う事でした。すぐ、役場に向かい副町長や消防関係者と打ち合
わせをしました。集まった人たちでは、パンケ川の状況がよく分からないので釣りに詳しい人にも来て頂き、捜索
の段取りを決め、明朝 6時役場集合として解散しました。19日早朝、パンケ旧長岡さんから少し奥の橋付近に、
警察・消防団・役場など30名を超える皆さんが集まっていただきました。不明者のご家族も来られていましたが、
捜索を始めようとした時に本人が西興部で発見されたとの連絡が入りました。ちょっと騒ぎが大きくなり多くの皆
様に早朝からご迷惑をお掛けしましたが、無事でしたので一安心しました。暗くなって道に迷ったのが原因のよう
ですが、釣りや山菜・キノコ採り等をされる方はくれぐれもご注意ください。

17日夜 7時半ごろ、消防から電話で「Aコープから出火です。」との連絡が入り車で直行
しました。私が現場に着いたころにはほぼ鎮火しており、幸いにも隣の民家への延焼はありませんでした。皆さん
ご存知のようにAコープは今年春に農協から離れ別会社での経営となった矢先でしたので、存続を含め心配して
いましたが、今日お昼に社長さんが見えられ、当面は裏手にある倉庫を仮店舗として営業することと、現店舗を解
体して新しい店舗を建設し営業を続ける旨のお話を頂きました。町としましても、病院・きらり・学校給食・保育
所などの食材調達をお願いしていますし、町民皆さんにとっても不便なことになるところでしたので一安心です。
なお、消防では 10月 14日に秋里で古い家屋を使用した火災消火訓練を行いますし、10月 15日からは「秋の
火災予防週間」が始まります。皆さんも、十分火の取り扱いに注意してください。

8月 18日㈯〜8月19日㈰
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